
 

 

 

 

令和 6 年度における 

田野畑村教育委員会が行った事務の管理及び執行の状況 

についての点検及び評価について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 8 月 

田野畑村教育委員会 



- 1 - 

≪目 次≫ 
１ 田野畑村教育委員会が行った事務の管理等についての点検及び評価について… 2ページ  

(1) 趣旨    

（2）点検及び評価の対象 

（3）点検及び評価の方法 

（4）田野畑村教育委員会事務点検評価委員名簿 

 
２ 教育委員会議の状況 ……… 3～5ページ  

(1) 教育長・委員名簿    

（2）教育委員会議で議決等すべき事項 

（3）教育委員会議の開催状況 

 
３ 学校教育の振興 …………… 6～10ページ  

（1）施策の目標 

（2）目標の達成状況（実施状況） 

 

４ 学校給食の充実 ……………  11ページ   

(1) 施策の目標 

(2) 目標の達成状況 

（3） 保護者負担の軽減 

 

５ 社会教育の振興 …………… 12・13ページ  

(1) 施策の目標 

(2) 目標の達成状況 

(3) 事業の実施状況 

 

６ 生涯スポーツの振興 ……… 14ページ    

(1) 施策の目標 

(2) 目標の達成状況 

(3) 事業の実施状況 

 

７ 芸術文化の振興 …………… 15・16ページ  

(1) 施策の目標 

(2) 目標の達成状況 

(3) 事業の実施状況 

 

８ 点検評価委員による点検及び評価 …… 17ページ  

 

９ 参考資料 ………………………………… 18ページ  

 

 
 

 

 



- 2 - 

１ 田野畑村教育委員会が行った事務の管理等についての点検及び評価について  

(1) 趣旨    

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、田野畑村教育委員

会が行った事務の管理等についての点検及び評価を行ったもの。 

 

（2）点検及び評価の対象 

令和6年度における田野畑村教育委員会が行った事務の管理及び執行の状況 

 

（3）点検及び評価の方法 

  令和6年度の主要な事務事業の点検及び評価を教育委員会内部で行ったうえで、田野

畑村教育委員会事務点検評価委員2名により点検及び評価を行った。 

  

(4) 田野畑村教育委員会事務点検評価委員名簿 

氏  名 任  期 

奥 地 愛 子 
令和 7年 8月 1日～令和 9年 7月 31 日 

畠 山 淳 一 
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２ 教育委員会議の状況  

（1）教育長・委員名簿 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定により「教育委員会は、教育

長及び4人の委員をもつて組織する」こととされている。 

  本村の教育長及び教育委員の構成は以下のとおりである。 

職名 氏 名 就任期間 備考 

教育長 藤 岡 宏 章 令和 6 年 1 月 1 日から 
 

委 員 

熊 谷 勤 己 平成 14 年 10 月 1 日から 教育長職務代理者   

畠 山 惠美子 平成 19 年 12 月 20 日から 
 

 

前 原 静 美 平成 27 年 9 月 16 日から 
 

 

川 畑 勝 也 令和 5 年 9 月 15 日から 
 

 

 

（2）教育委員会議で議決等すべき事項 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条に規定する「教育委員会の会議」

で議決等すべき事項は以下のとおりである。 

 ① 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。  

② 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は

改廃すること。  

③ 教育財産の用途を廃止すること。   

④ 村立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること(学校にあっては分校、

課程、学科若しくは部を設置し、又は廃止することを含む。)  

⑤ 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教科書その他の教材

の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。  

⑥ 職員の人事異動の方針を定めること。  

⑦ 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと。(県費負担教職員の任免

その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)  

⑧ 附属機関の委員を任免すること。  

⑨ 地教行法第 26 条の規定に基づく点検及び評価に関すること。  

⑩ 地教行法第 29 条の規定に基づく意見の申出に関すること。  

⑪ 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行なうこ

と。  

⑫ 教育功労者等を表彰すること。  

⑬ 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。  
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（3）教育委員会議の開催状況 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条規定する「教育委員会の会議」の

開催状況は、以下のとおりである。 

区 分 開催日 議案等 

R6年 4月定例会 R6. 4.26 教育長報告 

  （議案1）田野畑村社会教育委員の任命及び解任に関し議決

を求めることについて 

  （議案2）田野畑村教育支援委員会委員の任命及び解任に関

し議決を求めることについて 

  （議案3）田野畑村学校運営協議会委員の任命及び解任に関

し議決を求めることについて 

  （議案4）田野畑村立学校給食センター運営委員会委員の委

嘱及び解嘱に関し議決を求めることについて 

R6年 5月定例会 R6. 5.23 教育長報告 

  （議案1）田野畑村学校運営協議会委員の任命に関し議決を

求めることについて 

R6年 6月定例会 R6. 6.27 教育長報告 

  （議案1）田野畑村立田野畑中学校部活動指導員の任用等に

関する規則の一部を改正する規則 

R6年 7月定例会 R6. 7.24 教育長報告 

R6年 8月定例会 R6. 8.30 教育長報告 

  （報告1）令和7年度使用 田野畑村立中学校用 教科用図書の

採択について 

  （報告2）令和5年度における田野畑村教育委員会が行った事

務の管理及び執行の状況についての点検及び評価について 

R6年 9月定例会 R6. 9.26 教育長報告 

R6年10月定例会 R6.10.23 教育長報告 

R6年11月定例会 R6.11.27 教育長報告 

  （議案1）田野畑村立学校給食センター運営委員会委員の委

嘱に関し議決を求めることについて 

  （議案2）令和7年度田野畑村立学校教職員定期人事異動方針

に関し議決を求めることについて 

  （議案3）田野畑村立小中学校管理運営規則の一部を改正す

る規則 

  （議案4）田野畑村立学校施設の開放に関する規則の一部を

改正する規則 

  （議案5）田野畑村民俗資料館管理運営規則の一部を改正す

る規則 

  （議案6）田野畑村教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則 

  （議案7）田野畑村教育委員会服務規程の一部を改正する訓

令 

  （議案8）田野畑村教育委員会専決代決規程の一部を改正す

る訓令 
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区 分 開催日 議案等 

R6年12月定例会 R6.12.26 教育長報告 

  （議案1）田野畑村教育委員会に所属する職員の人事異動に

関し議決を求めることについて 

R7年 1月定例会 R7. 1.29 教育長報告 

  （報告1）教育長職務代理者の指名について 

  （議案1）田野畑村就学援助費支給規程の一部を改正する訓

令 

  （議案2）令和7年度田野畑村教育行政方針に関し議決を求め

ることについて 

R7年 2月定例会 R7. 2.28 教育長報告 

  （議案1）田野畑村立小・中学校の通学区域を定める規則を

廃止する規則 

  （議案2）田野畑村立田野畑中学校部活動指導員の任用等に

関する規則の一部を改正する規則 

  （議案3）社会教育指導員の設置等に関する規程の一部を改

正する訓令 

  （議案4）学校用務員の設置等に関する規程 

  （議案5）学校ICT活用等推進員の設置等に関する規程 

  （議案6）村費負担講師の設置等に関する規程 

  （議案7）地域学校協働活動推進員の設置等に関する規程 

  （議案8）令和7年度学校教職員の人事異動の内申に関し議決

を求めることについて 

R7年 3月定例会 R7. 3.27 教育長報告 

  (議案 1）令和 7年度田野畑村教育基本計画の策定に関し議

決を求めることについて 
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３ 学校教育の振興 

(1) 施策の目標 

教育基本法や学習指導要領を踏まえ、変化の激しい今日の社会に主体的に対応で

きる人間の育成を目指し、生涯にわたって自ら学ぶ意欲や態度を育て、自分で課題

を見つけ主体的に判断･行動し、よりよく問題を解決することのできる、心身ともに

調和の取れた児童・生徒の育成を図ることを目標とした。 

 

(2) 目標の達成状況（実施状況） 

ア 学校教育の充実 

学習指導要領の趣旨を生かした創意ある教育課程の編成と心のサポートを意識し

た計画的な実施により、学校教育の充実が図られた。 

 

① 各教科などにおける基礎・基本の徹底をはじめ、児童・生徒のよさや可能性を

伸ばすための指導力向上を目指した授業研究および心のサポート事業を中心に児

童生徒に寄り添い、信頼関係を深めることで成果を挙げた。 

○学校訪問 

区分 実施日 学校 

教育委員会学校訪問 
R6. 7. 4 小学校 

R6.12. 5 小・中学校 

       

○心のサポート事業や各種支援 

      Q－U（よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート）検査の実施 

区分 実施日 

第1回 R6. 6. 3 

第2回 R6.11. 1 

 

② 国、県による学力・学習定着度状況調査の分析結果と改善の方向性を示すこと

で、各学校において、児童・生徒個々の学習指導を行うとともに、指導計画や指

導法ならびに授業の在り方について検討、研究を深めることができた。 

 

イ 小中連携教育の推進 

年間3回の研修会等の開催を通じて小中連携（一貫）教育を推進し、小・中学校相

互交流活動やグループ毎の小中連携の具体的活動内容の検討を行った。 

   ○年3回の小中連携（一貫）教育研究会 

区分 研究大会 実施日 場所 

第1回 
全体会「令和6年度小中連携（一貫）教育研

究について」 
R6. 5.27 小学校 

第2回 

講演「配慮が必要な児童生徒の支援につい

て」、分科会「１学期の実践の交流と2学期

の計画について」 

R6. 8. 5 田野畑村内 

第3回 
講演「読解力について」、分科会「2学期の

実践の交流と3学期・次年度の計画について」 
R7. 1.15 中学校 

 

ウ 小・中学校におけるICT機器の活用 

   児童生徒および教師用タブレット端末を含めた教育用ICT機器を利用し、ICT機

器を効果的に授業等で活用できた。 
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また、併せて統合型校務支援システムにより、教職員の事務的業務の負担軽減

を図ることができた。 

 

エ 村費支援員等及び校内教育支援センターの設置 

安心して生活できる学校・学級環境の整備を進めるとともに、多くの支援により

普段と変わらない学校生活をおくることができた。 

 

   ① サポートティーチャー（支援員）の設置 

不登校、不適応及び支援が必要な児童生徒への指導の充実を図るためにサポー

トティーチャー（小学校5名、中学校2名）を配置し、きめ細かな指導に努めた。 

 

      ② 部活動指導員の設置 

     中学校部活動における技術の向上、教職員の勤務多忙化解消を図るため、部活

動員を5名配置し、部活動の活性化に努めた。 

 

③ 校内教育支援センターの設置 

令和6年9月より、不登校・不適応状況にある児童生徒を支援するため、小中学

校にそれぞれ「校内教育支援センター」を開設し、登校や学級への復帰及び社会

的な自立をめざして学習や生活等の支援を行い、児童生徒が自己存在感や充実感

を感じられる「居場所づくり」を進めることができた。 

    

オ 学校教育施設設備の整備状況 

小中学校の図書整備などを行い学校図書の充実を図ったほか、必要とされる教師

用指導書、特別支援学級指導教材、学習指導教材などの整備を行い学習環境の充実

を図った。 

また、文部科学省で推進しているGIGAスクール構想に向けた取り組みとして、児

童・生徒用のタブレット端末を、令和2～3年度に公立学校情報機器整備費補助金等

を活用し、一人が一台を使用できる環境を整備しているほか、順次、周辺環境の更

新及び整備を行い、学校内のICT環境の充実を図った。 

 

○学習者用端末整備状況                

 

 

 

 

 

 

○一般備品および教材備品整備状況 

区　分 R5年度 R6年度 比　　較

小学校 1,766千円 290千円 △ 1,476千円

中学校 1,827千円 2,567千円 740千円

計 3,593千円 2,857千円 △ 736千円  
 

 

 

 

区分 台数 台数内訳 整備費 整備年度 

小学校 152台 
105台 3,554千円 R2年度 

47台 2,570千円 R3年度 

中学校 78台 
50台 1,693千円 R2年度 

28台 1,531千円 R3年度 
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○学校図書館の整備状況             

R5年度末 R6年度末
現有冊数 購入等冊数 購入金額 廃棄冊数 現有冊数

小学校 6,040冊 7,193冊 342冊 300千円 0冊 7,535冊

中学校 6,720冊 5,974冊 301冊 200千円 0冊 6,275冊

計 12,760冊 13,167冊 643冊 500千円 0冊 13,810冊

R6年度
区　分 標準冊数

 
○校舎および教材器具修営繕の状況 

区　分 R5年度 R6年度 比　　較

小学校 3,259千円 804千円 △ 2,455千円

中学校 1,481千円 573千円 △ 908千円

計 4,740千円 1,377千円 △ 3,363千円  
   

○学校施設環境改善の状況 

田野畑中学校体育館に空調設備を設置し、学校施設環境の改善を図った。 

工事概要 

工 事 費 98,043千円 

工 事 費 

財源内訳 

30,906千円 国庫（学校施設環境改善交付金） 

62,100千円 起債（過疎債） 

 5,037千円 一般財源 

工   種 屋根断熱工事、空調設備工事、受電設備改修工事等 

   

カ 義務教育費保護者負担の軽減状況 

     ① 要保護・準要保護児童生徒就学援助 

昨年度に引き続き、通常の就学援助に加え、東日本大震災により、生計維持が

困難となった世帯のための就学援助を行った。 

     また、令和7年度当初における世帯の負担軽減を図るため、令和7年度第1学期分

学用品費の令和6年度内支給を行った。 

 

○要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給状況  

R5年度 R6年度 R5年度 R6年度

学 用 品 費 等 30人 33人 3人 632千円 706千円 74千円

翌年度１学期分学用品費 0人 23人 23人 0千円 168千円 168千円

新 入 学 準 備 金 8人 5人 △ 3人 498千円 309千円 △ 189千円

修 学 旅 行 費 7人 8人 1人 202千円 240千円 38千円

ア ル バ ム 代 8人 8人 0人 162千円 213千円 51千円

計(人数は述べ) 53人 77人 24人 1,494千円 1,636千円 142千円

比較種　　別
支給対象児童生徒数

増減
支給金額
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○要保護・準要保護児童生徒の推移 

R4年度 R5年度 R6年度

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

全児童 131人 - 126人 - 115人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 22人 16.79% 24人 19.05% 22人 19.13%

全生徒 79人 - 74人 - 70人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 11人 13.92% 6人 8.11% 9人 12.86%

全児童生徒 210人 - 200人 - 185人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 33人 15.71% 30人 15.00% 31人 16.76%

　　 年度

区分

小学校

中学校

計

 
 

   ② 修学旅行補助金の支給 

修学旅行の費用に係る保護者の負担の軽減を行った。 

○修学旅行費用補助の状況 

     

1名あたり 人数 金額 人数 金額

小学6年生 5千円 28人 140千円 22人 110千円

中学3年生 15千円 33人 495千円 17人 255千円

61人 635千円 39人 365千円

修学旅行補助金 R5年度 R6年度

計
 

     

   ③ 入学卒業祝金の支給 

保護者に対して小学校入学祝金、中学校入学及び卒業祝金を支給した。 

○入学卒業祝金の支給の状況 

     

1名あたり 人数 金額 人数 金額

小学校入学 20千円 19人 380千円 7人 140千円

中学校入学 25千円 29人 725千円 23人 575千円

中学校卒業 30千円 34人 1,020千円 18人 540千円

82人 2,125千円 48人 1,255千円計

入学卒業祝金 R5年度 R6年度

 
 

キ  児童生徒の健康診断等 

① 専門医による定期健康診断（内科等・心臓・歯科・眼科・耳鼻科）の実施 

② 尿検査の実施 

③ 貧血検査の実施（中学生の希望者のみ） 

④ 2次検査（尿・心臓）の実施 

⑤ 次年度新入学児童健康診断の実施（内科等・歯科・知能検査） 

⑥ 学校環境衛生定期検査（空気・採光・照明・飲料水等）の実施 
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ク  育英奨学資金貸付事業 

区分 R5年度 R6年度 比較 

継続貸付 1人 0人 △1人 

新規貸付 0人 0人 ±0人 

貸付金額 360千円 0千円 △360千円 

返済者数 12人 12人 ±0人 

返済額 6,296千円 4,532千円 △1,764千円 

 

ケ  教職員の福利厚生事業 

① 教職員健康診断（胃検診・胸部検診・循環器検診・大腸がん検診）の実施 

   ② 教職員ストレスチェックの実施 
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４ 学校給食の充実 

 (1) 施策の目標 

  ア 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解させる。 

  イ 正しい知識、情報を基に食生活の合理化、栄養の改善および健康の増進を図る。 

  ウ 食生活のマナーや食事を通じた社会性、人間関係能力を身に付けさせる。 

  エ 地域の産物、伝統的な食文化や食に関する様々な理解を深め、郷土に誇りを持つ 

心を育み、勤労を重んずる態度を養う。 
  オ 衛生面において安全・安心な給食を提供できるよう給食施設の維持管理を推進す

る。 

 

 (2) 目標の達成状況 

  ア 食中毒および感染症を防止するため、物資の検収の徹底、調理員の衛生管理の強

化、検食の実施に努めた。 

  イ 「連絡簿」による各学校との情報交換に努め、学校と連携を深めた。 

    ウ 地場産品である「あい鴨」学校給食試食会を実施するなど、食育の推進に努めた。 

 

（3） 保護者負担の軽減 

   学校給食費保護者負担金の全額免除を行い、保護者の負担軽減を図った。 

○令和6年度給食基準額及び食数等 

区分 1食単価 年間給食数 1人当たり年額 R6年度児童生徒数 免除額（概算） 

小学生 300円 195食 58,500円 115名 6,728千円 

中学生 340円 195食 66,300円 70名 4,641千円 

計 185名 11,369千円 
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５ 社会教育の振興 

(1) 施策の目標 

総合計画の「学習」分野における目指すべき将来像である「ふるさとに愛着を抱

き、人間性豊かな人材を育てる村」の実現に向け、住民のニーズに合った学習機会

や学習情報を提供することにより生涯の各時期における学習活動の促進を図り、健

康で文化的な生活が営まれる地域社会を形成することを目標とした。 

 

(2) 目標の達成状況 

生涯学習の各種講座を体系化し、家庭教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育、

芸術・文化、スポーツ・レクリエーションなどの分野で、住民のニーズに応じたさ

まざまな講座を展開した。 

アズビィ楽習センター図書室の運営については、蔵書の充実を図るとともに、移

動図書館車の運行により小学生の読書意識の高揚に努めた。 

また、地域学校協働活動推進事業を実施し、小中学校への各種支援を行ったほか、

教育振興運動の推進に取り組んだ。 

 

  (3) 事業の実施状況 

ア 講座等 

学 習 内 容 回数 参加者数 

成人教育（趣味・教養） 8回 111人 

青少年教育（わんぱくランド） 4回 76人 

家庭教育学級 5回 212人 

自然観察 2回 10人 

高齢者教育（いきいきライフ） 3回 47人 

芸術鑑賞事業 2回 304人 

R6年度計 24回 760人 

R5年度計 23回 571人 

 

イ サークル育成事業 

  村で認定したサークルに対し、施設使用料を一部免除するなど活動を支援した。 

区 分 R5年度 R6年度 

認定サークル登録団体数 8団体 11団体 

 

ウ 村民研修事業 

事業名 日 程 参加者 場 所 

小中学生国際交流キャンプ R6.8.31 小学生7名 田野畑村 

深谷市・田野畑村小学生交流事業 
R6.7.30～ 

8.2 
小学生29名 深谷市ほか 

中学生海外派遣研修代替事業 

（宿泊型語学研修施設における研修） 

R7.3.20～

3.23 
中学生8名 福島県天栄村ほか 
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  エ 図書資料の利用者数及び貸出冊数 

 

 

 

 

 

  オ 社会教育施設の利用実績 

   〇アズビィ楽習センター 

 

 

 

 

 

 

 

〇アズビィホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5年度 R6年度 比較 

利用者数 貸出冊数 利用者数 貸出冊数 利用者数 貸出冊数 

2,088人 1,689冊※ 1,803人 3,105冊 △285人 1,416冊 
※新図書システムへの移行に伴い、令和5年11月～令和6年3月の貸出冊数である。 

施設名 
利用者数 利用料 

R5年度 R6年度 比較 R5年度 R6年度 比較 

アズビィ 
楽習センター 

1,502人 1,707人 205人 44,300円 49,360円 5,060円 

 会議室 1,150人 1,085人 △65人 - - - 
 和 室 352人 622人 270人 - - - 

施設名 
利用者数 利用料 

R5年度 R6年度 比較 R5年度 R6年度 比較 

アズビィ 

ホール 
8,910人 7,285人 △1,625人 71,250円 63,400円 △7,850円 

 ホール 4,637人 3,512人 △1,125人 - - - 
 会議室 2,436人 1,980人 △456人 - - - 
 調理室 1,837人 1,793人 △44人 - - - 
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６ 生涯スポーツの振興 

(1) 施策の目標 

「たくましく豊かな人間性と創造性に富んだ人間形成」を目標とし、その具現化の

ために「生涯スポーツ推進体制の充実」「競技スポーツの推進」「体育施設の活用

促進」の三つを柱にしながら、世代間や親子のスポーツ交流・体験活動を推進する

ことを目標とした。 

 

(2) 目標の達成状況 

体育振興の推進的役割を担う村体育協会への助成を行うとともに、同団体と連携

した体育事業に取り組んだ。 

各スポーツ少年団への助成を行うとともに、スポーツ少年団本部が主催する大会

運営を支援し、児童生徒のスポーツ活動の推進と競技力の向上を図った。 

 

(3) 事業の実施状況 

ア 主催および共催事業 

第49回田野畑村駅伝競走大会 10月20日（日） 

参加9チーム、オープン参加1チーム 

 

イ スポーツ団体への助成、活動支援 

①  村体育協会への補助金     300千円  

②  スポーツ少年団活動振興交付金 400千円 

対象団体 交付金 

田野畑スピリッツBBCスポーツ少年団 100千円 

田野畑ミニバスケットボールスポーツ少年団 100千円 

田野畑村スポーツ少年団キッズクラブ 100千円 

田野畑VBC 100千円 

 

③ スポーツ少年団主催の大会運営支援 

 

ウ 社会体育施設の利用実績 

〇社会体育施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者数 
利用者数 利用料 

R5年度 R6年度 比較 R5年度 R6年度 比較 

アズビィ体育館 6,851人 6,086人 △765人 170,520円 146,790円 △23,730円
村営野球場 3,904人 3,401人 △503人 31,520円 28,200円 △3,320円
マレットゴルフ場 2,609人 2,688人 79人 523,400円 536,860円 13,460円
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７ 芸術文化の振興 

(1) 施策の目標 

村民が文化活動に広く参加し、芸術文化を振興するための活動の場と機会を提供

し、村民の芸術文化に対する意識をさらに高めることを目標とした。 

また、文化財保護については、未指定の文化財等について民俗資料館を中心とし

て、その調査および適切な保存・公開の推進を目標とした。 

 

(2) 目標の達成状況 

村民の芸術文化活動発表の場である「村民文化展」の開催や、村民の芸術文化の

鑑賞の機会として「さんりく音楽祭」を実施したほか、青少年に優れた芸術を鑑賞

させる機会を提供するため「青少年劇場」を実施した。 

指定文化財の保護については、郷土芸能保存団体に対して伝承活動費の助成を行

ったほか、天然記念物については生息調査を行うなど保護活動に努めた。 

民俗資料館の寄贈資料や石碑などの資料整備を随時行った。 

     

(3) 事業の実施状況 

ア 芸術文化の創作、発表機会の拡充 

○村民文化展の開催 

区 分 R5年度 R6年度 比較 

出品数 471点 538点 67点 

鑑賞者数 305人 247人 △58人 

 

イ 芸術鑑賞機会の提供 

○青少年劇場（本公演） 

年度 部門 内容 対 象 

R5年度 伝統芸能 はなしの伝統芸能「落語」 小中学生（全学年） 

R6年度 器楽 しゃみせんいろいろスーパーセッション 
小学生（3～6年生） 

中学生（全学年） 

 

ウ 青少年文化活動の推進 

○伝承活動補助金 

対象団体 
補助金 

R5年度 R6年度 

菅窪鹿踊保存会 100千円 100千円 

甲地鹿踊保存会 100千円 100千円 

大宮神楽保存会  100千円 100千円 

 

エ 芸術文化団体の育成 

〇芸術文化団体への活動助成 

対象団体 
補助金 

R5年度 R6年度 

村芸術文化協会 300千円 150千円 
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オ 埋蔵文化財の保護 

○緊急発掘調査 

事 業 名 内    容 

試掘・遺跡

確認調査 

1 村対応分 

照 会 
R6年度計 R5年度計 

16 件 16 件 

対

応

状

況 

影 響 無 7 件 10 件 

工事立会 6 件 3 件 

慎重工事 1 件 1 件 

試掘調査 1 件 1 件 

分布調査 0 件 0 件 

本 調 査 0 件 1 件 

意見照会 1 件 0 件 

 

2 県対応分 

照 会 
R6年度計 R5年度計 

5 件 21 件 

対

応

状

況 

影 響 無 4 件 13 件 

工事立会 0 件 0 件 

慎重工事 1 件 1 件 

試掘調査 0 件 6 件 

分布調査 0 件 1 件 

本 調 査 0 件 0 件 

意見照会 0 件 0 件 
 

 

カ 民俗資料館の管理運営 

○開館日、入館者数及び入館料 

区分 R5年度 R6年度 比較 

開館日 303日 304日 1日 

入館者数 495人 609人 114人 

入館料 106,960円 158,070円 51,110円 
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８ 点検評価委員による点検及び評価  

 
№ 名称 点検及び評価  

1 教育委員会議の状況  
・良好と認める。 

・定例会議を開催し、適宜議案について話し合われている。 

2 学校教育の振興  

・良好と認める。 

・統合型校務支援システムにより、教職員の事務的業務の軽減が

図られていることは大変良い。さらに全県的統一を図り、異動

による負担を軽減してほしい。 

・「校内教育支援センター」ではオンラインにより教室の授業に

参加できる体制が大変良い。担当職員が孤立しないように定期

的なトライアルミーティングも実施されているとのこと、是非

継続してほしい。 

・今の時代に合った学校図書館の整備を継続してほしい。 

・ワークテスト、ドリル、資料集、習字学習、裁縫道具など副教

材費も免除したい。実質的な義務教育費の無償化に繋がる。 

3 学校給食の充実 

・良好と認める。 

・学校給食費全額免除の体制は大変良い。 

・地場産品の給食提供は地域に興味を引く良い機会となる。今後

も様々な食材を提供してほしい。 

4 社会教育の振興 

・良好と認める。 

・地域学校協働活動推進事業は、学校にとっては有難い支援であ

ると思う。 

・図書館は新刊をよく取り揃え、興味を引くコーナーを設置して

いる。広報による図書の紹介もうれしい。  

5 生涯スポーツの振興 

・良好と認める。 

・各種スポーツを通じて年代の垣根を越えた交流について話を聞

く。施設利用者が減っていることは人口減少に伴うことと思う

が、今後もスポーツ団体への助成、活動支援を充実させてほし

い。 

6 芸術文化の振興 

・良好と認める。 

・村民文化展は準備に大変な手間暇がかかると思うが、力作が多

く感動を覚える。大切な芸術活動の発表の場であるので、これ

からも充実させてほしい。 

7 

 

その他（特記事項） 

  

・なし  
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９ 参考資料  

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項の規定により事務局職員等に

委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

 

○田野畑村教育委員会事務点検評価委員設置規則(令和 5 年田野畑村教育委員会規則第 3 号) 

(設置) 

第 1 条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 26 条第 1項

に基づき田野畑村教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)が実施する点検及び評価におい

て、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、田野畑村教育委員会事務点

検評価委員(以下｢委員｣という。)を置く。  

(所掌事務) 

第 2 条 委員は、次に掲げる事務を所掌する。  

(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。  

(2) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会が必要と認めること。  

(委嘱) 

第 3 条 委員は、2名以内とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が

委嘱する。  

2 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げないものとする。  

3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(守秘義務) 

第 4 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。  

(委任) 

第 5 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。  

附 則  

この規則は、令和 5 年 8 月 1日から施行する。 


